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「GIGAワークブックとうきょう」等を活⽤した偽‧誤情報への対応について01

偽画像
偽動画

誤情報

児童‧⽣徒が偽‧誤情報によって被害を受けないよう、
東京都の教材を使って学習しましょう。

最近、⼦供たちの⾝近にも
偽‧誤情報が溢れていて危険だ。
⼦供たちを守るために、
どのように啓発すればいいのだろう。



「GIGAワークブックとうきょう」等を活⽤した偽‧誤情報への対応について01

「GIGAワークブックとうきょう アドバンスト」（PDF版）
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/doc/r7/giga_workbook_advanced.pdf

東京都では、⼦供たちの情報モラルを育成するため、様々な教材を公開しています。偽‧誤情報に関する教材の⼀部を紹介
しますので、御活⽤ください。

「GIGAワークブックとうきょう」の教材を紹介します。 画像をクリックすると
教材を⾒ることができます

「GIGAワークブックとうきょう アドバンスト」（電⼦版）
‧情報の信頼性の確かめ⽅
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_advanced_shiraberu_jouhoumorals.html

▼ なぜ、お⾦持ちをアピールしているの？ ▼ デマを信じてしまうときは？ ▼ 情報の信憑性の確かめ⽅ ▼ 間違った情報を公開してしまうと

「GIGAワークブックとうきょう スタンダード」（電⼦版）
‧間違った情報を公開してしまうと
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_tsukuru_security2.html

・デマを信じてしまうときは？
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_advanced_shiraberu_jouhoumorals2.html

https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/doc/r7/giga_workbook_advanced.pdf
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/doc/r7/giga_workbook_advanced.pdf#page=90
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/doc/r7/giga_workbook_advanced.pdf#page=90
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_advanced_shiraberu_jouhoumorals.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_advanced_shiraberu_jouhoumorals.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_advanced_shiraberu_jouhoumorals2.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_advanced_shiraberu_jouhoumorals2.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_tsukuru_security2.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_tsukuru_security2.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_advanced_shiraberu_jouhoumorals.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_tsukuru_security2.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/giga_workbook/sns_tokyo_note_advanced_shiraberu_jouhoumorals2.html


「GIGAワークブックとうきょう」等を活⽤した偽‧誤情報への対応について01

⼦供たちが偽‧誤情報によって被害を受けないためには、情報の真偽を疑い、多
⾓的に検証する批判的思考⼒を育成し、安易に拡散しない責任感を育てることが
重要です。⼦供たちが正しい知識をもち、偽‧誤情報に対する判断⼒をもてるよ
う、情報教育の推進を引き続きお願いします。

「考えよう！デジタルリテラシー」の
   教材を紹介します。

「考えよう！デジタルリテラシー」は、最近のトラブル事例について学べる教材
です。事例を開き、その事例について考えます。その後、解説を読んでその内容
について調べたり、教室等の中で話し合ったりしながら、⾃分の考えを深めるこ
とをねらいとしています。

画像をクリックすると
教材を⾒ることができます

「考えよう！デジタルリテラシー」
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/digital_literacy_menu.html

https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/digital_literacy_menu.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/digital_literacy/jirei7.html
https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/digital_literacy/jirei7.html


瑞穂町における「SNS学校ルール」の取組と「SNS家庭ルール」の啓発02

SNS学校ルールの取組について紹介します。

 瑞穂町⽴瑞穂第⼀⼩学校では、児童や保護
者、教職員の声や、児童を取り巻く環境等の実
態に即して改訂しています。
 東京都でも、児童‧⽣徒を中⼼としたＳＮＳ
学校ルールの⾒直しを推奨しております。
 本取組をＳＮＳ学校ルールの⾒直しのヒント
としてください。

●瑞穂第⼀⼩学校の先⽣⽅の声

● ⼦供たちが⾃分自身の事としてとらえ、具
体的に話し合うことができた。

● 「グループは作らない。」「個⼈情報は載せ
ない。」「知らない⼈とはつながらな
い。」などは、危機感や困り感、嫌な思い
を抱いていた⼦供たちから出た。

● ルール作りの後、このルールを根拠にして
指導することができた。



瑞穂町における「SNS学校ルール」の取組と「SNS家庭ルール」の啓発02

SNS家庭ルールについて、瑞穂町教育委員会の取組を紹介します。
児童‧⽣徒へのSNSルールの定着はもちろん、保護者への啓発について、参考にしてください。

 瑞穂町教育委員会では、各家庭の情報モラル教
育の充実のため、「みずほストップ22‧ＳＮＳ家
庭ルール」を作成し、各家庭でＳＮＳ家庭ルール
を作成するための資料を公開しています。
 この資料を全家庭に配布するとともに、校⻑講
話や学級指導、保護者会の話題、学校だよりや学
校ホームページへの掲載など、学校‧学年の状況
に応じて、活⽤しています。

●保護者の声

● 親がしっかりと⼦供のSNS利⽤を管理する意識
をもつことが⼤切

● 親⼦で⼀緒に学ぶ気持ちになった。
● 定期的に親⼦でよく話し合うことがとても⼤切 

令和７年１⽉発⾏「みずほストップ２２‧ＳＮＳ家庭ルール」
https://fa.fureai-cloud.jp/mizuhojh/attach/get2/179/0

https://fa.fureai-cloud.jp/mizuhojh/attach/get2/179/0


⽣成ＡＩによる⽣成物の取扱いについて03

⽣成ＡＩによる画像等の⽣成物について、デジタル推進課への質問が来ましたので、東京都
としての考え⽅を紹介します。

 学びのアップデート第30号で御紹介したとおり、⽣成ＡＩを利⽤する際には、必ず国のガイドラインや東京都や各区市町村
のセキュリティポリシーやルール、ガイドライン及び⽣成ＡＩサービスの利⽤規約を遵守した教育活動や校務への利⽤をお願
いしました。
 その中でも画像等の⽣成物については、都⽴学校⽣成ＡＩガイドラインでは以下のように⽰しておりますので参考にしてく
ださい。そして、各区市町村のセキュリティポリシーやルール、ガイドライン及び⽣成ＡＩサービスの利⽤規約を遵守し、著
作物との類似性を調べるなどした上で⽣成物を使⽤するようにお願いします。

「都⽴学校⽣成ＡＩ利活⽤ガイドライン Ver.1.0」
（７教総デ第312 号 令和７年５⽉９⽇付：https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/GenAI/GenAI-guideline_v7_5.pdf）

参考

https://infoedu.metro.tokyo.lg.jp/GenAI/GenAI-guideline_v7_5.pdf


⽣成ＡＩによる⽣成物の取扱いについて03

国のガイドラインの中から、学校において⽣成ＡＩを利活⽤する
場合の著作権に関する基本的な考え⽅や留意点を紹介します。

 学校で⽣成ＡＩを使うときは、著作権に注意が必要です。

⼀番のポイントは、「授業中」か「授業外」かです。

「授業中」に先⽣や⽣徒が使う場合は、著作権法第35条で守られ
ています。⽣成ＡＩが作ったものが、もし他⼈の作品に似ていて
も、許可なく使うことができます。

 しかし、「授業外」（学校のホームページやパンフレットな
ど）で使う場合は、このルールは適⽤されません。

⽣成ＡＩが作ったものが他⼈の作品に似ていると、著作権侵害に
なる恐れがあります。

授業外で使う前には、ネット検索で似た作品がないか確認し、⽣
成ＡＩにわざと似せる指⽰（特定のキャラクター名を⼊れるな
ど）はしないようにしましょう。 「初等中等教育段階における⽣成ＡＩの利活⽤に関するガイドライン(Ver. 2.0)」

（⽂部科学省 初等中等教育局 令和６年12⽉26⽇付：
https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf）

https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf


学習指導要領に⽰されている資質‧能⼒を育むには、
指導⽅法、学習⽅法、学習環境等を更新し、最新のものにする必要があります。

また、Society5.0に向けて、
ICT機器及び環境というハード⾯と、それらをどう利⽤していくか、
授業そのものをどのように構成するかというソフト⾯の
両⽅のアップデートが求められています。

そこで、これからの
「学び」を最新のものに「アップデート」していただくことを願い、
本通信のタイトルを『学びのアップデート』としました。
東京都教育委員会のホームページにも掲載する予定です。

学びのアップデート
Society5.0に向けた⼀⼈１台端末の活⽤のための実践事例通信
第31号 令和７年12⽉15⽇発⾏ 東京都教育庁総務部デジタル推進課
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